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第 ２ 章 火 山 災 害 予 防 計 画

第 １ 節 火 山 災 害 に 強 い 地 域 づ く り

第 １ 款 土 地 保 全 事 業 の 推 進

第 １ 項 基 本 方 針

霧 島 山 火 山 の 噴 火 に よ り 、 溶 岩 流 や 火 砕 流 、 泥 流 ・ 土 石 流 が 流

下 す る 可 能 性 が あ り 、 ま た 斜 面 崩 壊 や 地 す べ り な ど の 土 砂 災 害 も

予 想 さ れ る 。 霧 島 火 山 周 辺 は 、 地 形 地 質 条 件 か ら み て 土 砂 災 害 を

起 こ し や す く 、 火 山 噴 火 と 豪 雨 と が 重 な る と 大 き な 被 害 が 発 生 す

る 恐 れ も あ る 。

火 山 災 害 に 強 い 県 土 の 形 成 を 図 る た め 、 治 山 ・ 治 水 事 業 、 砂 防

事 業 、 そ の 他 の 土 地 保 全 事 業 の 火 山 災 害 対 策 事 業 を 計 画 的 ・ 総 合

的 に 推 進 す る も の と す る 。

第 ２ 項 対 策

1 治 山 事 業 の 推 進

【 九 州 森 林 管 理 局 、 県 】

霧 島 山 火 山 周 辺 の 河 川 沿 い の 低 地 や シ ラ ス 台 地 上 に は 古 く か ら

市 街 地 や 農 地 と し て 利 用 さ れ て い る 。 生 産 性 が 低 く 、 し か も 水 に

対 し て 極 め て 弱 い た め 、 本 県 の よ う な 台 風 、 豪 雨 の 頻 度 が 高 い と

こ ろ で は 、 山 腹 崩 壊 に よ る 災 害 を 受 け や す く 、 火 山 噴 火 と 豪 雨 と

が 重 な る と 大 き な 被 害 が 予 想 さ れ る 。

治 山 事 業 は 「 森 林 法 「 地 す べ り 等 防 止 法 」 に 基 づ き 実 施 さ れ、 」

て お り 森 林 整 備 保 全 事 業 計 画 に 基 づ き 緊 急 か つ 計 画 的 に 推 進、「 」

し 、 荒 廃 森 林 の 復 旧 、 山 地 災 害 危 険 地 区 の 解 消 及 び 水 源 地 域 の 水

土 保 全 施 設 の 整 備 に 努 め る と と も に 、 保 安 林 機 能 の 強 化 を 図 る た

め 、 保 安 林 改 良 及 び 保 育 事 業 を 実 施 し 、 国 土 保 全 、 水 源 か ん 養 等

第２章 火山災害予防計画

第１節 火山災害に強い地域づくり

第１款 土地保全事業の推進

九 州 森 林 管 理 局 ・ 自 然 環 境 課
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第１款 土地保全事業の推進

の 公 益 的 機 能 の 維 持 増 進 に 努 め る 。

2 治 水 事 業 の 推 進

(1) 大 淀 川 ・ 川 内 川 水 系 の 治 水 事 業

霧 島 火 山 の 噴 火 危 険 地 域 及 び そ の 下 流 域 で あ る 大 淀 川 ・ 川 内

川 水 系 に つ い て 、 火 山 災 害 に 伴 う 氾 濫 等 の 河 川 災 害 を 防 止 す る

た め 、 河 川 改 修 事 業 を 推 進 す る 。

3 砂 防 事 業 の 推 進

【 九 州 地 方 整 備 局 、 県 】

霧 島 山 火 山 に は 、 地 形 地 質 条 件 か ら み て 荒 廃 し や す い 渓 流 が 多

く 、 出 水 時 に お い て は 山 崩 れ や 侵 食 崩 壊 が 起 こ り や す い 。 こ の よ

う に 河 川 の 水 源 地 帯 の 渓 流 で は 、 土 砂 崩 壊 と 土 砂 流 出 に よ っ て 土

砂 災 害 が 起 こ り や す く 、 下 流 河 川 の 護 岸 堤 防 は も と よ り 家 屋 、 公

、 。 、共 施 設 田 畑 な ど に 多 大 の 災 害 を 発 生 さ せ る 原 因 と な る 本 県 は

台 風 常 襲 地 帯 で 年 間 降 水 量 も 2, 5 0 0 m mと 多 く 昔 か ら 土 砂 災 害 に 悩、

ま さ れ て き た 。

一 方 、 最 近 の 災 害 発 生 の 傾 向 と し て 、 一 見 安 定 し た 河 状 、 林 相

を 呈 し て い る 地 域 に 異 常 豪 雨 に よ る 土 石 流 が 発 生 し 、 人 家 集 落 に

甚 大 な 災 害 を も た ら し て い る 。

以 上 の よ う な 本 県 の 実 状 及 び 予 想 さ れ る 火 山 噴 火 災 害 に 鑑 み 、

国 の 社 会 資 本 整 備 重 点 計 画 に 基 づ き 、 次 の 事 項 に つ い て 計 画 的 に

整 備 を 進 め る 。

( 1 ) 土 石 流 対 策

大 淀 川 ・ 川 内 川 の 水 系 の 霧 島 山 地 域 の 重 荒 廃 山 地 ・ 一 般 荒 廃

山 地 の 保 全 を 推 進 す る と と も に 、 土 石 流 の 危 険 度 の 高 い 渓 流 に

は 必 要 な 砂 防 設 備 な ど の 対 策 を 講 ず る 。

九 州 森 林 管 理 局 ・ 自 然 環 境 課 ・ 九 州 地 方 整 備 局 ・ 河 川 課 ・ 砂 防 課 ・ 九 州 農 政 局 ・

農 村 整 備 課
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( 2 ) 地 す べ り 対 策

【 県 】

霧 島 山 火 山 周 辺 に は 起 伏 の 激 し い 地 区 が 多 く 、 地 す べ り を お

こ す 危 険 の あ る 区 域 が 多 く 存 在 し て い る 。 こ の た め 、 噴 火 が 発

生 し た 場 合 だ け で な く 、 日 常 的 に も 危 険 性 の あ る 地 域 と な っ て

い る 。

地 す べ り の 危 険 度 の 高 い 地 域 に は 必 要 な 地 す べ り 防 止 対 策 を

講 ず る 。

( 3 ) 急 傾 斜 地 対 策

【 県 、 市 町 村 】

霧 島 山 火 山 周 辺 に は 起 伏 の 激 し い 地 区 が 多 く 、 が け 崩 れ を お

こ す お そ れ の あ る 危 険 箇 所 が 多 く 分 布 し て い る 。

こ れ ら の 危 険 箇 所 に は 、 必 要 な 対 策 を 講 ず る 。

九 州 農 政 局 ・ 九 州 森 林 管 理 局 ・ 九 州 地 方 整 備 局 ・ 砂 防 課 ・ 自 然 環 境 課 ・ 農 村 整 備 課
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第 ２ 款 火 山 災 害 に 強 い ま ち づ く り

第 １ 項 基 本 方 針

霧 島 山 火 山 及 び そ の 周 辺 地 域 は 、 火 山 災 害 の 危 険 区 域 で あ る と

同 時 に 生 活 の 場 で も あ る 。 住 民 が 安 心 し て 快 適 な 生 活 が 営 め る よ

う 、 火 山 災 害 の 危 険 区 域 に お い て 、 防 災 施 設 整 備 を 進 め る と と も

に 安 全 の 確 保 し や す い 地 域 づ く り を 推 進 す る も の と す る 。

第 ２ 項 対 策

1 警 戒 避 難 体 制 の 強 化 ・ 拡 充

(1) 危 険 区 域 の 土 地 利 用 抑 制

【 県 、 市 町 村 】

霧 島 火 山 噴 火 災 害 危 険 地 域 と 想 定 さ れ る 地 区 （ 噴 出 岩 塊 危 険

地 区 、 溶 岩 流 火 砕 流 危 険 地 区 、 火 山 ガ ス の 噴 出 地 帯 、 土 石 流 ・

泥 流 地 区 ） 内 で は 開 発 整 備 を 抑 制 す る 。 や む を え ず 施 設 整 備 の

必 要 が あ る 場 合 に は 、 こ れ ら 危 険 性 の 高 い 地 区 で あ る こ と を 十

分 念 頭 に 入 れ た 上 で 整 備 す る な ど 指 導 、 誘 導 を 行 い 、 被 害 を 最

小 限 に 食 い 止 め る よ う 事 前 対 策 を 講 ず る 。

( 2 ) 監 視 ・ 観 測 機 器 等 の 整 備

【 県 、 市 町 村 、 九 州 地 方 整 備 局 】

監 視 カ メ ラ や ガ ス 探 知 機 等 の 警 戒 避 難 体 制 の 整 備 に 必 要 な 機

器 の 整 備 を 図 る 。 ま た 、 霧 島 山 火 山 の 動 向 を 観 測 か つ 研 究 し て

い る 各 研 究 機 関 と の ネ ッ ト ワ ー ク 化 を 図 り 情 報 の 交 換 と と も に 、

噴 火 の 危 険 性 を 早 く 住 民 に 知 ら せ る 体 制 づ く り を 推 進 す る 。

第２章 火山災害予防計画

第１節 火山災害に強い地域づくり

第２款 火山災害に強いまちづくり

都 市 計 画 課 ・ 公 園 下 水 道 課 ・ 建 築 住 宅 課 ・ 危 機 管 理 局 ・ 砂 防 課 ・ 九 州 地 方 整 備 局
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第２章 火山災害予防計画

第１節 火山災害に強い地域づくり

第２款 火山災害に強いまちづくり

2 避 難 道 路 の 整 備

【 西 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 、 県 】

火 山 噴 火 に よ る 危 険 か ら 逃 れ る た め 、 霧 島 山 火 山 の 特 性 を 十 分

考 慮 の う え 短 時 間 に 多 数 の 住 民 等 が 避 難 可 能 と な る 避 難 道 路 の 整

備 に 努 め る 。 霧 島 山 火 山 内 に い る 観 光 客 や 観 光 業 者 等 が 素 早 く 避

難 で き る よ う 既 存 道 路 の 主 要 地 方 道 小 林 え び の 高 原 牧 園 線 、 え び

の 高 原 小 田 線 を は じ め 、 九 州 自 動 車 道 、 宮 崎 自 動 車 道 そ し て 国 道

221、 22 3号 等 の 道 路 を 活 用 し 整 備 を 図 る 。

ま た 、 日 常 か ら 、 の り 面 や 擁 壁 の 点 検 に 努 め 、 道 路 上 に 堆 積 し

た 火 山 灰 等 、 障 害 物 を 速 や か に 除 去 で き る 体 制 の 整 備 を 図 っ て 避

難 道 路 と し て 整 備 し て い く 。 な お 、 こ れ ら 道 路 に は 避 難 道 路 の 標

識 を 設 置 し 、 避 難 方 向 も 明 記 す る 。

3 退 避 舎 ・ 退 避 壕 等 の 整 備

【 県 、 市 町 村 】

噴 出 岩 塊 の 落 下 が 予 想 さ れ る 地 区 に つ い て は 、 今 後 、 退 避 舎 や

退 避 壕 を 整 備 す る よ う 努 め る 。 具 体 的 に は 既 存 の 道 路 沿 い や 、 霧

島 道 路 、 九 州 自 然 歩 道 沿 い に 整 備 す る 。

4 避 難 場 所 の 整 備

【 県 、 市 町 村 】

大 き な 噴 火 が 予 想 さ れ る と き は 、 危 険 区 域 で 生 活 し て い る 住 民

は 速 や か に 危 険 区 域 外 に 避 難 す る こ と が 必 要 で あ る 。 霧 島 山 火 山

の 噴 火 は 過 去 の 経 緯 な ど か ら 避 難 期 間 が 長 期 間 に 及 ぶ こ と は な い

と 予 測 さ れ て い る が 、 万 一 の 場 合 を 想 定 し 、 避 難 所 と し て 専 有 で

き る 施 設 を 設 け 、 長 期 間 の 避 難 生 活 に 耐 え ら れ る 設 備 の 整 備 に 努

め る 。 こ の 避 難 所 は 火 山 災 害 用 だ け で な く 他 の 災 害 の 避 難 所 と し

西 日 本 高 速 道 路 ・ 道 路 建 設 課 ・ 道 路 保 全 課 ・ 危 機 管 理 局 ・ 福 祉 保 健 課
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て も 活 用 す る 。

な お 、 関 係 市 町 村 は 避 難 所 が 不 足 す る 場 合 に 備 え 、 隣 接 市 町 村

と の 避 難 所 の 提 供 に 関 す る 広 域 の 協 力 体 制 の 整 備 を 図 る も の と す

る 。

危 機 管 理 局 ・ 福 祉 保 健 課
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5 公 共 施 設 等 の 安 全 性 の 確 保

【 県 、 市 町 村 】

不 特 定 多 数 の 者 が 使 用 す る 施 設 並 び に 学 校 及 び 医 療 機 関 、 防 災

拠 点 等 の 応 急 対 策 上 重 要 な 施 設 に つ い て は 、 不 燃 堅 牢 化 を 推 進 す

る な ど 火 山 災 害 に 対 す る 安 全 性 の 確 保 に 努 め る 。

公 共 施 設 の 立 地 条 件 等 の 安 全 性 の 点 検 を 適 宜 実 施 し 、 点 検 に 基

づ き 安 全 性 に 問 題 の あ る 箇 所 及 び 緊 急 性 の 高 い 箇 所 か ら 計 画 的 ・

重 点 的 に 施 設 の 改 修 、 整 備 等 を 実 施 す る 。

管財課・営繕課・福祉保健課・国保･援護課・高齢者対策課・児童家庭課・障害福祉課・財

務福利課・県警察本部・建築住宅課
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6 ラ イ フ ラ イ ン 施 設 等 の 代 替 性 の 確 保

【 県 、 市 町 村 、 九 州 電 力 株 式 会 社 、 宮 崎 ガ ス 株 式 会 社 、 宮 崎 県 Ｌ

Ｐ ガ ス 協 会 、 西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 】

上 水 道 、 下 水 道 、 電 気 、 ガ ス 、 電 話 等 の ラ イ フ ラ イ ン 関 連 施 設

や 廃 棄 物 処 理 施 設 に つ い て 、 火 山 災 害 に 対 す る 安 全 性 の 確 保 を 図

る と と も に 必 要 に 応 じ て 系 統 多 重 化 、 拠 点 の 分 散 、 代 替 施 設 の 整

備 等 に よ り 代 替 性 の 確 保 を 進 め る 。

衛 生 管 理 課 ・ 公 園 下 水 道 課 ・ 農 村 整 備 課 ・ 九 州 電 力 株 式 会 社 ・ 宮 崎 ガ ス 株 式 会 社

・ 西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社
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第２章 火山災害予防計画

第１節 火山災害に強い地域づくり

第２款 火山災害に強いまちづくり

7 観 光 客 等 の 安 全 の 確 保

【 県 、 市 町 村 】

霧 島 山 火 山 周 辺 に は 多 く の 観 光 客 が 訪 れ 、 滞 在 し て い る 。 こ れ

ら の 観 光 客 及 び 観 光 事 業 者 に 対 す る 安 全 性 の 確 保 を 図 る た め 、 霧

島 山 火 山 の 危 険 性 を 周 知 さ せ る と と も に 、 噴 火 等 の 火 山 災 害 が 発

生 し た 場 合 の 情 報 の 伝 達 、 安 全 な 避 難 の 確 保 等 に つ い て の 対 策 を

推 進 す る 。

危 機 管 理 局
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第 ２ 節 迅 速 か つ 円 滑 な 災 害 応 急 対 策 へ の 備 え

第 １ 款 災 害 発 生 直 前 に お け る 体 制 の 整 備

第 １ 項 基 本 方 針

火 山 噴 火 及 び 火 山 災 害 の 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合 に 、 住 民 や 観 光

客 等 の 安 全 確 保 及 び 円 滑 な 災 害 応 急 対 策 が 実 施 で き る よ う 、 予 め

情 報 伝 達 体 制 、 避 難 誘 導 体 制 を 整 備 し て お く 。 特 に 火 山 災 害 の 場

合 、 避 難 に 緊 急 を 要 す る 場 合 も あ り 得 る こ と か ら 、 危 険 区 域 へ 直

ち に 情 報 を 伝 達 で き る よ う に す る 。

第 ２ 項 対 策

1 火 山 情 報 等 の 伝 達 体 制 の 整 備

【 県 、 市 町 村 、 宮 崎 地 方 気 象 台 、 防 災 関 係 機 関 】

火 山 情 報 等 の 発 表 基 準 、 通 報 ・ 伝 達 経 路 に つ い て は 、 第 ３ 章 第

１ 節 第 １ 款 「 火 山 災 害 に 関 す る 情 報 の 伝 達 」 の と お り で あ る が 、

県 及 び 市 町 村 は 、 気 象 台 及 び 防 災 関 係 機 関 と の 連 携 を と り な が ら 、

霧 島 山 火 山 活 動 に 異 常 な 現 象 が 生 じ た 際 に 、 情 報 伝 達 活 動 が 円 滑

に 行 え る よ う に 体 制 の 整 備 を 図 る 。

特 に 霧 島 山 及 び そ の 周 辺 に お い て は 、 住 民 及 び 観 光 客 の 間 で 多

く の 情 報 が 輻 輳 し 、 あ る い は 途 絶 す る な ど 、 情 報 が 混 乱 す る 恐 れ

が あ る と と も に 、 火 山 活 動 状 況 に よ っ て は 避 難 等 に 緊 急 を 要 す る

こ と も あ り 得 る 。 そ う し た 場 合 で も 、 正 し い 情 報 を 住 民 ・ 観 光 客

に 伝 達 で き る よ う 情 報 伝 達 の ネ ッ ト ワ ー ク 化 を 推 進 す る も の と す

る 。

第２章 火山災害予防計画

第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え

第１款 災害発生直前における体制の整備

危 機 管 理 局
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第２章 火山災害予防計画

第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え

第１款 災害発生直前における体制の整備

2 避 難 誘 導 体 制 の 整 備

【 県 、 市 町 村 】

( 1 ) 地 域 住 民 に 対 す る 避 難 誘 導 体 制 の 整 備

県 及 び 市 町 村 は 、 住 民 の 生 命 ・ 身 体 等 に 危 険 が 生 じ る 恐 れ が

あ る 場 合 に 迅 速 か つ 円 滑 な 避 難 誘 導 活 動 が 行 え る よ う 、 予 め 避

難 計 画 を 作 成 し て お く と と も に 、 避 難 所 、 避 難 路 を あ ら か じ め

指 定 し 、 日 頃 か ら 住 民 へ の 周 知 徹 底 に 努 め る 。

( 2 ) 災 害 時 要 援 護 者 に 対 す る 避 難 誘 導 体 制 の 整 備

県 及 び 市 町 村 は 、 地 域 住 民 、 自 主 防 災 組 織 、 老 人 福 祉 施 設 等

と 連 携 し な が ら 、 高 齢 者 、 心 身 障 害 者 そ の 他 い わ ゆ る 災 害 時 要

援 護 者 の 発 災 時 の 避 難 誘 導 体 制 の 整 備 に 努 め る 。

( 3 ) 観 光 客 に 対 す る 避 難 誘 導 体 制 の 整 備

霧 島 山 火 山 周 辺 地 区 に は 多 く の 観 光 客 ・ 宿 泊 客 が み ら れ る 。

県 及 び 市 町 村 は 、 不 特 定 多 数 の 利 用 が 予 定 さ れ て い る 施 設 の 管

理 者 に 対 し て 、 霧 島 山 火 山 防 災 マ ッ プ を 掲 示 す る な ど し て 火 山

の 特 性 を 周 知 す る 他 、 速 や か に 避 難 誘 導 す る た め の 計 画 を 作 成

し 、 訓 練 を 行 う よ う 指 導 す る 。

ま た 、 県 及 び 市 町 村 に お い て も 、 災 害 時 に 観 光 客 、 宿 泊 客 等

の 避 難 誘 導 が 円 滑 に 実 施 さ れ る よ う 、 訓 練 の 実 施 に 努 め る も の

と す る 。

( 4 ) 避 難 誘 導 の た め の 警 報 装 置 等 の 整 備

県 及 び 市 町 村 は 、 地 域 住 民 や 観 光 客 等 が 集 中 し 、 か つ 予 め 火

山 ガ ス 等 の 噴 出 の 危 険 性 が あ る と 判 断 さ れ る 地 区 に は 、 事 前 に

ガ ス 探 知 機 等 を 常 設 し 、 警 戒 避 難 に 備 え る 。

危 機 管 理 局
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第 ２ 款 情 報 の 収 集 ・ 連 絡 体 制 の 整 備

第 １ 項 基 本 方 針

火 山 噴 火 に 伴 う 情 報 は 、 住 民 か ら 送 ら れ て く る 噴 火 前 兆 現 象 や

被 害 に 関 す る 情 報 、 県 及 び 市 町 村 が 収 集 す る 情 報 及 び 気 象 台 か ら

発 表 さ れ る 火 山 情 報 と に 大 き く 区 分 さ れ る 。

火 山 情 報 は さ ら に 、 火 山 観 測 情 報 、 臨 時 火 山 情 報 、 緊 急 火 山 情 報

。及 び 毎 月 の 活 動 状 況 を 解 説 し た 火 山 活 動 解 説 資 料 と に 区 分 さ れ る

住 民 や 観 光 客 等 の 安 全 な 避 難 の た め に は 、 こ れ ら の 情 報 を 正 確

か つ 迅 速 に 伝 達 す る こ と が 重 要 で あ り 、 事 前 に こ れ ら の 体 制 を 整

備 す る も の と す る 。

第 ２ 項 対 策

共 通 対 策 編 第 ２ 章 第 ２ 節 第 １ 款 に よ る ほ か 、 次 に よ る も の と す る 。

1 住 民 か ら の 連 絡 体 制

関 係 市 町 村 は 、 住 民 か ら の 前 兆 現 象 及 び 被 害 情 報 等 が 円 滑 か つ

迅 速 に 伝 達 で き る よ う に あ ら か じ め 連 絡 体 制 を 整 え 、 住 民 へ の 周

知 徹 底 を 図 る も の と す る 。

2 気 象 庁 と の 連 携 強 化

県 は 、 住 民 及 び 関 係 機 関 か ら の 情 報 を 入 手 し た と き は 、 直 ち に

宮 崎 地 方 気 象 台 に 情 報 を 伝 達 し 、 ま た 、 気 象 台 が 観 測 等 に よ っ て

得 た 噴 火 に 関 す る 情 報 を 速 や か に 県 危 機 管 理 局 （ 災 害 対 策 本 部 が

設 置 さ れ て い る と き は 、 災 害 対 策 本 部 ） へ 連 絡 し あ え る よ う に 体

制 及 び 施 設 ・ 設 備 の 整 備 を 推 進 し 、 相 互 の 連 絡 強 化 を 図 っ て い く

も の と す る 。

第２章 火山災害予防計画

第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え

第２款 情報の収集・連絡体制の整備

危 機 管 理 局
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第２章 火山災害予防計画

第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え

第２款 情報の収集・連絡体制の整備

3 大 学 等 研 究 機 関 等 と の 連 携

県 は 、 住 民 及 び 関 係 機 関 等 か ら の 情 報 を 入 手 し た と き に は 、 直

ち に 東 京 大 学 地 震 研 究 所 霧 島 火 山 観 測 所 に 情 報 を 伝 達 し 、 ま た 、

そ こ の 観 測 等 に よ っ て 得 た 噴 火 に 関 す る 情 報 を 速 や か に 県 （ 危 機

管 理 局 ） へ 連 絡 し あ え る よ う に 体 制 及 び 施 設 ・ 設 備 の 整 備 を 推 進

し 、 相 互 の 連 絡 強 化 を 図 っ て い く も の と す る 。

4 情 報 の 分 析 整 理

(1) 霧 島 山 火 山 対 策 連 絡 会 議 の 開 催

【 県 、 市 町 村 、 関 係 機 関 】

県 及 び 関 係 市 町 村 は 、 収 集 し た 情 報 を 的 確 に 分 析 整 理 す る た

め 、 霧 島 山 火 山 の 観 測 ・ 研 究 に 携 わ っ て い る 東 京 大 学 霧 島 山 火

山 観 測 所 の 研 究 員 等 に よ る 情 報 交 換 の 場 と し て 「 霧 島 山 火 山 対

策 連 絡 会 議 」 を 開 催 し 、 情 報 の 分 析 能 力 を 高 め 、 か つ 、 お 互 い

の 人 間 関 係 を 深 め 、 情 報 が 正 確 に 伝 達 で き る 体 制 を 確 立 し て お

く （ 第 ３ 章 第 １ 節 第 ２ 款 「 霧 島 山 火 山 対 策 会 議 の 開 催 」 参 照 ）。

( 2 ) 災 害 情 報 シ ス テ ム の 充 実 ・ 強 化

県 は 、 平 常 時 よ り 自 然 情 報 、 社 会 情 報 、 防 災 情 報 等 防 災 関 連

情 報 の 最 新 デ ー タ の 収 集 ・ 備 蓄 に 努 め 、 必 要 に 応 じ 災 害 対 策 を

支 援 す る シ ス テ ム の 構 築 に つ い て も 検 討 を 行 う も の す る 。

危 機 管 理 局
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第 ３ 款 活 動 体 制 の 整 備

第 １ 項 基 本 方 針

霧 島 火 山 で 火 山 災 害 が 発 生 し た 場 合 も し く は 災 害 の 恐 れ が あ る

場 合 に 、 迅 速 か つ 円 滑 な 災 害 応 急 対 策 の 実 施 を 図 る た め 、 県 、 関

係 市 町 村 及 び 防 災 関 係 機 関 は 、 活 動 体 制 を 整 備 し 、 防 災 関 係 機 関

相 互 の 連 携 を 強 化 し て い く も の と す る 。

第 ２ 項 対 策

共 通 対 策 編 第 ２ 章 第 ２ 節 第 ２ 款 に よ る ほ か 、 次 に よ る も の と す

る 。

1 「 霧 島 山 火 山 対 策 連 絡 会 議 」 の 設 置

霧 島 山 火 山 が 噴 火 等 し 、 災 害 が 発 生 し た り す る 恐 れ が あ る 場 合

に 、 霧 島 山 の 活 動 に 関 す る 情 報 等 の 収 集 、 避 難 収 容 活 動 に 関 す る

調 整 及 び 応 急 対 策 の 連 絡 調 整 、 相 互 応 援 体 制 の 確 立 等 を 推 進 す る

た め に 「 霧 島 山 火 山 対 策 連 絡 会 議 」 を 設 置 す る 。

（ 第 ３ 章 第 １ 節 第 ２ 款 参 照 ）

第２章 火山災害予防計画

第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え

第３款 活動体制の整備

危 機 管 理 局
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第 ４ 款 消 防 、 救 急 ・ 救 助 体 制 の 整 備

第 １ 項 基 本 方 針

火 山 災 害 時 に は 、 死 傷 者 の 発 生 や 火 災 の 発 生 が 予 想 さ れ る 。 こ

れ を 最 小 限 に と ど め る た め 、 消 防 力 の 充 実 強 化 、 救 急 ・ 救 助 体 制

の 整 備 な ど 、 消 防 対 応 力 ・ 救 急 対 応 力 の 強 化 を 図 る 。

第 ２ 項 対 策

共 通 対 策 編 第 ２ 章 第 ２ 節 第 ３ 款 に よ る ほ か 次 に よ る も の と す る 。

1 林 野 火 災 へ の 備 え

【 県 、 市 町 村 】

熱 い 火 山 噴 出 物 に よ っ て 林 野 火 災 が 発 生 す る 可 能 性 が あ る 。 そ

こ で 林 野 火 災 に 備 え 、 林 野 火 災 空 中 消 火 資 機 材 の 整 備 を 進 め る と

と も に 、 消 防 組 織 法 第 24条 の ３ の 規 定 に 基 づ く 広 域 航 空 消 防 応 援

及 び 自 衛 隊 の 災 害 派 遣 等 に よ る 空 中 消 火 体 制 を 検 討 す る 。

第２章 火山災害予防計画

第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え

第４款 消防、救急・救助体制の整備

危 機 管 理 局
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第５款 医療救護体制の整備（共通対策編）

第６款 緊急輸送体制の整備（共通対策編）

第７款 避難収容体制の整備（共通対策編）

第８款 備蓄に対する基本的な考え方（共通対策編）

、 （ ）第９款 食料・飲料水及び生活必需品等の調達 供給体制の整備 共通対策編

第10款 被災者等への的確な情報伝達体制の整備（共通対策編）

第11款 災害弱者等安全確保体制の整備（共通対策編）

第２章 火山災害予防計画

第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え

第５款～第11款
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第 12款 二 次 災 害 防 止 体 制 の 整 備

第 １ 項 基 本 方 針

ひ と た び 火 山 噴 火 が 始 ま る と 、 そ の 後 豪 雨 等 に 伴 う 土 砂 災 害 の

発 生 が 予 想 さ れ る 。 有 効 な 二 次 災 害 防 止 活 動 を 行 う た め 、 日 頃 か

ら の 対 策 及 び 活 動 を 推 進 す る 。

第 ２ 項 対 策

1 土 砂 災 害 防 止 体 制 の 整 備

【 県 、 市 町 村 】

豪 雨 等 に 伴 う 土 砂 災 害 等 の 二 次 災 害 を 防 止 す る 体 制 を 整 備 す る

と と も に 、 土 砂 災 害 等 の 危 険 度 を 応 急 的 に 判 定 す る 技 術 者 の 養 成 、

並 び に 事 前 登 録 な ど 活 用 の た め の 施 策 等 を 推 進 す る も の と す る 。

第２章 火山災害予防計画

第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え

第12款 二次災害防止体制の整備

九 州 地 方 整 備 局 ・ 砂 防 課 ・ 自 然 環 境 課



- 948 -

第13款 防災関係機関の防災訓練の実施（共通対策編）

第14款 災害復旧・復興への備え（共通対策編）

第２章 火山災害予防計画

第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え

第13款～第14款
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第 ３ 節 県 民 の 防 災 活 動 の 促 進

第 １ 款 防 災 知 識 の 普 及

防 災 知 識 の 普 及 に つ い て は 、 共 通 対 策 編 第 ２ 章 第 ３ 節 第 １ 款 に よ

る 他 、 次 の と お り と す る 。

( 1 ) 火 山 災 害 時 の 行 動 マ ニ ュ ア ル 等 の 資 料 作 成 ・ 配 布

【 県 、 市 町 村 】

県 及 び 関 係 市 町 村 は 、 そ れ ぞ れ の 火 山 の 特 質 を 考 慮 し て 、 霧

島 山 火 山 防 災 マ ッ プ を 基 に し た 火 山 災 害 時 の 行 動 マ ニ ュ ア ル 等

を 作 成 し 、 そ れ を 基 に 研 修 を 実 施 す る 等 防 災 知 識 の 普 及 啓 発 に

努 め る 。

( 2 ) イ ベ ン ト 等 の 開 催

【 県 、 市 町 村 】

県 及 び 関 係 市 町 村 は 、 防 災 週 間 、 土 砂 災 害 防 止 月 間 、 山 地 災

害 防 止 キ ャ ン ペ ー ン 等 を 通 じ 、 各 種 講 習 会 、 イ ベ ン ト 等 を 開 催

し 、 火 山 災 害 や 二 次 災 害 の 防 止 に 関 す る 総 合 的 な 知 識 の 普 及 に

努 め る 。

第２章 火山災害予防計画

第３節 県民の防災活動の促進

第１款 防災知識の普及

危 機 管 理 局 ・ 砂 防 課 ・ 自 然 環 境 課
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第２款 自主防災組織等の育成強化（共通対策編）

第３款 ボランティアの環境整備（共通対策編）

第２章 火山災害予防計画

第３節 県民の防災活動の促進

第２款～第３款
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第 ４ 節 火 山 災 害 及 び 火 山 災 害 対 策 に 関 す る 研 究

及 び 観 測 等 の 推 進

第 １ 項 基 本 方 針

地 域 住 民 、 観 光 客 等 の 安 全 を 確 保 す る に は 、 迅 速 な 避 難 活 動 を

始 め 、 的 確 な 応 急 活 動 が 必 要 で あ る 。 そ の た め 、 火 山 災 害 や 災 害

対 策 等 に 対 す る 研 究 を 推 進 す る と と も に 、 観 測 活 動 の 充 実 を 図 る

も の と す る 。

第 ２ 項 対 策

1 火 山 災 害 及 び 火 山 災 害 対 策 に 関 す る 研 究 の 推 進

(1) 研 究 機 関 と 行 政 機 関 の 連 携

【 県 】

県 は 、 火 山 災 害 及 び 火 山 災 害 対 策 に 関 す る 研 究 機 関 と 行 政 機

関 の 連 携 を 推 進 し 、 防 災 施 策 に 生 か す よ う 国 等 に 要 請 す る 。

2 火 山 観 測 及 び 研 究 体 制 の 充 実 等 の 要 請

【 県 、 市 町 村 】

火 山 噴 火 に よ る 災 害 を 軽 減 す る た め に は 、 平 常 か ら 火 山 の 監 視

に 努 め 、 い ち 早 く 噴 火 の 前 兆 を 把 握 す る こ と が 重 要 で あ る 。

そ の た め に 、 県 及 び 関 係 市 町 村 は 、 気 象 台 、 大 学 等 の 火 山 観 測

及 び 研 究 体 制 の 充 実 等 が 図 ら れ る よ う 国 の 関 係 省 庁 機 関 等 に 要 請

す る 。

第２章 火山災害予防計画

第４節 火山災害及び火山災害対策に関する研究及び観測等の推進

危 機 管 理 局




